
マ
カ
オ
史
瞥
見

　
Ｉ
中
国
最
後
の
植
民
地
－
Ｉ

伊
　
原
　
沢
　
周

　
中
国
最
初
の
、
ま
た
最
後
の
植
民
地
た
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
マ
カ

オ
が
、
い
よ
い
よ
中
国
に
返
還
さ
れ
る
日
を
間
近
に
迎
え
て
い
る
。

　
マ
カ
オ
は
、
中
国
の
広
東
省
中
山
県
に
あ
り
、
珠
江
河
口
の
南

西
端
に
突
出
し
た
小
半
島
と
、
そ
の
附
近
の
二
つ
の
小
さ
な
島
か

ら
な
る
、
面
積
約
一
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
美
し
い
港
で
あ
る
。

現
在
、
香
港
か
ら
水
中
翼
船
で
約
一
時
間
で
同
地
に
到
着
で
き
、

香
港
観
光
の
中
で
最
も
人
気
の
あ
る
コ
ー
ス
の
一
つ
で
あ
る
。

　
マ
カ
オ
は
、
漢
字
で
灘
ほ
と
表
ざ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う

意
味
で
あ
る
か
。
も
と
も
と
、
こ
の
半
島
の
水
辺
に
降
距
神
廟
（
天

后
宮
）
か
お
り
ヽ
呼
婦
奏
二
説
は
距
離
）
と
俗
称
さ
れ
た
１
日

本
で
は
、
阿
嬬
恋
や
嬬
港
、
ま
た
は
天
川
と
呼
ん
で
、
日
明
貿
易

の
中
継
地
、
朱
印
船
の
寄
港
地
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
。
西
欧
人

の
間
で
は
同
港
を
Ｍ
ａ
ｃ
ａ
ｏ
（
マ
カ
オ
）
と
通
称
し
、
こ
れ
が
阿
嬬

濠
と
か
娼
閣
と
音
訳
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
明
代
か
ら
濠

　
（
壕
）
鏡
と
か
、
ま
た
は
香
山
漢
や
嬬
港
と
い
い
、
地
勢
に
ち
な

ん
で
漢
門
と
も
呼
ん
だ
。
今
日
に
至
る
ま
で
。
漢
門
と
い
う
名
が

定
着
し
て
い
る
。

　
一
五
世
紀
の
末
、
す
な
わ
ち
明
代
の
正
徳
年
間
に
ポ
ル
ト
ガ
ル

人
（
Ｐ
ｏ
ｒ
ｔ
ｕ
ｇ
ｕ
ｅ
ｓ
ｅ
）
が
中
国
の
広
東
、
福
建
、
浙
江
の
沿
海
に
来

航
し
、
通
商
航
路
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た
。
当
時
、
中
国
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
に
関
す
る
知
識
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
と
い
う
国
も
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、
中
国
の
文
献
た

る
『
明
史
』
や
『
明
会
要
』
な
ど
の
記
録
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
（
今
、

葡
萄
牙
と
い
う
）
を
仏
郎
機
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ペ
ル
シ
ア

語
の
Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｇ
ｉ
ま
た
は
ｒ

l
ｒ
ｍ
ｇ
ｉ
　
か
ら
音
訳
さ
れ
た
と
思
わ
れ
て

い
る
。
仏
郎
機
と
い
う
一
語
が
最
初
に
出
た
文
献
は
、
お
そ
ら
く

　
『
東
西
洋
考
』
　
（
明
万
暦
四
五
年
、
西
暦
一
六
一
七
年
、
張
鬘
撰
、

　
こ
一
巻
）
第
四
巻
「
西
洋
列
国
考
」
の
麻
六
甲
（
了
フ
ッ
カ
）
の

条
で
あ
ろ
う
。

　
一
六
世
紀
の
初
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
浙
江
の
雷
波
や
福
建
の
厦

門
で
貿
易
を
行
な
っ
た
。
一
五
二
三
年
（
明
嘉
靖
二
年
）
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
が
マ
カ
オ
に
侵
入
し
、
官
軍
に
撃
退
さ
れ
た
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
『
明
史
』
に
は
『
嘉
靖
二
年
、
遂
冦
新
会
之
西
草
湾
、

指
揮
何
栄
、
百
戸
王
応
恩
禦
之
』
　
（
列
伝
ニ
コ
ニ
、
外
国
六
）
、
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『
明
会
要
』
に
は
、
「
嘉
靖
二
年
、
仏
郎
機
入
冦
、
官
軍
撃
走
之
」

（
巻
七
七
、
外
蕃
一
）
と
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
明
代
に
お
い
て
倭
冦
の
活
動
が
著
し
く
激
し

く
な
っ
た
。
倭
冦
の
中
国
沿
海
地
域
侵
入
を
防
止
す
る
た
め
、
明

政
府
は
海
外
貿
易
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
た
。
し
か
し
、
入
貢
船

に
限
っ
て
、
そ
の
積
載
商
品
の
取
引
、
中
国
商
品
の
購
入
な
ど
を

許
可
し
た
。
時
は
、
日
本
の
足
利
時
代
に
当
り
、
長
門
、
周
防
の

一
角
に
在
っ
た
大
内
氏
、
こ
と
に
大
内
弘
世
、
義
弘
、
義
興
の
三

代
は
、
倭
冦
貿
易
で
最
も
栄
え
た
時
代
で
あ
っ
た
。
大
内
氏
の
保

護
下
に
在
る
倭
冦
は
、
表
面
に
お
い
て
朝
貢
使
と
し
て
明
に
渡
り
、

陰
に
八
幡
船
の
本
領
を
露
し
て
海
賊
を
働
い
た
（
入
江
啓
四
郎
『
中

国
に
於
け
る
外
国
人
の
地
位
』
）
、
一
五
三
五
年
（
明
嘉
靖
一
四

年
）
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
広
東
の
地
方
官
黄
慶
を
買
収
し
、
壕
鏡

　
（
マ
カ
オ
）
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
通
商
港
と
し
て
開
い
た
。
『
明

史
』
の
、
「
嘉
靖
十
四
年
、
指
揮
黄
慶
納
賄
、
請
於
上
官
、
移
之

壕
鏡
、
歳
輸
課
二
万
金
、
仏
郎
機
遂
得
混
入
」
　
（
同
上
）
と
い
う

記
事
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
五
五
三
年
（
明
嘉
靖
三
二
年
）
に
は
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
商
船
が
難
船
し
、
商
品
の
浸
水
を
口
実
の
下
に
、
地

方
官
に
地
を
乞
う
て
、
そ
れ
ら
を
か
わ
か
し
、
こ
れ
よ
り
そ
の
使

用
地
面
積
は
、
さ
ら
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
入
江
前
掲

書
）
。
次
い
で
一
五
五
七
年
（
明
嘉
靖
三
六
年
）
に
至
り
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
が
明
政
府
の
要
請
で
海
賊
を
討
伐
し
た
代
償
に
、
こ
の

地
の
居
住
権
を
得
だ
の
が
マ
カ
オ
植
民
地
の
起
源
で
、
ゴ
ア
、
マ

ラ
ッ
カ
と
呼
応
し
て
、
ア
ジ
ア
の
貿
易
の
基
地
と
な
っ
た
（
矢
野

仁
一
『
支
那
近
代
外
国
関
係
研
究
』
お
よ
び
『
近
世
支
那
外
交
史
』
）
。

し
た
が
っ
て
、
一
五
六
〇
年
ま
で
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
居
住
、
通

商
は
、
マ
カ
オ
に
集
中
し
、
同
地
に
は
常
時
五
、
六
百
人
の
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
が
居
住
し
て
い
た
。
一
五
八
二
年
（
明
万
暦
一
〇
年
）

に
、
従
来
の
歳
課
二
万
金
を
年
租
（
地
租
）
五
百
両
と
し
た
。
そ

れ
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
中
国
へ
の
借
地
料
の
意
味
を
持

ち
、
清
代
ま
で
引
き
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
清
代
に
入
っ
て
も
、
中
国
政
府
は
、
マ
カ
オ
に
対
ず
る
領
土
主

権
を
放
棄
す
る
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
。
同
地
は
依
然
と
し
て
清

政
府
の
官
憲
の
管
轄
下
に
お
か
れ
た
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
、
漸

次
に
み
ず
か
ら
の
居
留
地
と
し
て
、
そ
の
地
盤
を
固
め
て
い
っ
た
。

後
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
、
さ
ら
に
広
東
の
地
方
官
を
買
収
し
、

同
地
に
対
す
る
独
立
行
政
権
を
確
立
す
る
に
至
っ
た
。
｝
七
二
七

年
（
清
雍
正
五
年
）
お
よ
び
一
七
五
三
年
（
清
乾
隆
一
八
年
）
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
は
、
前
後
二
回
に
わ
た
っ
て
マ
カ
゛
オ
の
割
譲
を

清
政
府
に
求
め
た
が
、
い
ず
れ
も
拒
否
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
は
、
マ
カ
オ
を
も
っ
て
自
国
の
領
土
の
よ

う
に
考
え
、
総
督
を
設
け
、
同
地
を
支
配
し
な
が
ら
、
他
の
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
人
に
対
し
て
は
、
公
然
と
し
て
み
ず
か
ら
の
征
服
地
だ
と

主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ア
ヘ
ン
戦
争
の
際
に
、
こ
の
マ
カ
オ

の
ポ
ル
ト
ガ
ル
植
民
地
化
の
前
例
を
よ
い
こ
と
に
、
イ
ギ
リ
ス
は

香
港
割
譲
を
清
政
府
に
迫
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
一
八
四
九
年
（
清
道
光
二
九
年
）
八
月
、
中
国
の
領
土
主
権
の

排
除
と
、
借
地
料
の
廃
止
を
図
っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
マ
カ
オ
総
督

マ
リ
ア
ー
フ
ェ
レ
イ
ラ
ー
ド
ー
ア
マ
ラ
ル
(
Ｊ
ｏ
ａ
ｏ
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｉ
ａ

Ｆ
ｅ
ｒ
ｒ
ｅ
ｉ
ｒ
ａ
　
ｄ
ｏ
　
Ａ
ｍ
ａ
ｒ
ａ
ｌ
）
　
が
中
国
人
に
暗
殺
さ
れ
た
。
こ
の
事

件
に
よ
っ
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
は
、
清
政
府
に
厳
重
な
抗
議
を
提

出
し
た
。
こ
の
チ
ャ
ン
ス
に
乗
じ
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
再
び
マ
カ

オ
を
み
ず
か
ら
の
領
土
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
一
八
六
七
年
（
清

同
治
六
年
）
に
至
り
、
清
政
府
の
総
理
衛
門
大
臣
、
恭
親
王
突
訴

の
上
奏
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
改
歳
課
為
地
租
、
僅

令
輸
銀
五
百
両
、
按
年
納
完
、
載
入
賦
役
全
書
、
蓋
明
其
為
中
国

地
方
、
可
租
而
不
可
占
也
」
　
（
『
答
弁
夷
務
始
末
』
同
治
朝
巻
五

八
）
と
。
す
な
わ
ち
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
借
地
料
の
銀
五
百
両
の
み

を
、
毎
年
中
国
に
納
め
る
義
務
は
、
「
賦
税
全
書
」
（
徴
税
台
帳
）

に
明
記
さ
れ
て
い
る
、
故
に
同
地
は
中
国
の
領
土
だ
と
明
ら
か
で

あ
る
、
そ
れ
を
租
借
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
領
土
主
権
を
放
棄

す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
、
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
一
八
八
五
年
（
清
光
緒
一
一
年
）
七
月
、
中
英
煙
台

条
約
ロ
ン
ド
ン
追
加
条
項
に
よ
っ
て
、
香
港
か
ら
ア
ヘ
ン
密
輸
入

防
止
に
関
す
る
中
英
共
同
調
査
委
員
会
が
成
立
し
た
。
ア
ヘ
ン
防

止
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
に
は
、
マ
カ
オ
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
庁
の

協
力
を
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
一
八
八
七
年

　
（
清
光
緒
コ
二
年
）
三
月
二
六
日
、
中
国
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
間
に
、

い
わ
ゆ
る
リ
ス
ボ
ン
議
定
書
｛
？
ｏ
ど
８
｝
ｏ
｀
に
各
自
）
　
が
結
ば

れ
た
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
、
同
年
こ
一
月
一
日
、
北
京
に
お
い
て

本
条
約
お
よ
び
附
属
ア
ヘ
ン
協
定
が
調
印
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
の

主
要
な
内
容
は
、
］
‥
最
恵
国
条
款
を
含
む
条
約
の
締
結
、
ロ
マ
カ

オ
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
へ
割
譲
、
目
マ
カ
オ
は
香
港
と
同
じ
よ
う
に
ア

ヘ
ン
の
密
輸
入
防
止
問
題
に
付
き
協
力
す
る
、
な
ど
で
あ
る

　
（
Ｍ
ａ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｍ
ｅ
　
Ｃ
ｕ
ｓ
ｔ
o
m
ｓ
｡
　
Ｔ
ｒ
ｅ
ａ
ｔ
ｉ
ｅ
ｓ
　
［
Ｉ
Ｉ
］
-
２
７
３
）
°
一
般
に
、
こ

の
条
約
を
中
葡
修
好
及
通
商
条
約
と
呼
ん
で
い
る
。

　
マ
カ
オ
に
対
し
て
数
百
年
に
わ
た
っ
て
領
土
主
権
を
要
求
し
続

け
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
府
は
、
や
っ
と
そ
の
野
望
を
か
な
え
た
。
つ

い
に
マ
カ
オ
は
国
際
法
に
お
い
て
文
字
通
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
領
土

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
数
年
前
、
中
国
と
イ
ギ
リ
ス
の
間
で
数
回
に
わ
た
っ
て
交
渉
し

た
結
果
、
一
九
九
七
年
に
イ
ギ
リ
ス
政
府
か
ら
香
港
と
九
竜
半
島

を
中
国
に
返
還
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
た
。
こ
れ
は
、
社
会
主
義

国
た
る
中
国
に
と
っ
て
永
年
の
重
苦
し
い
外
圧
感
と
侮
辱
感
か
ら
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や
っ
と
解
放
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
、
唯
一
残
さ

れ
た
マ
カ
オ
植
民
地
の
解
決
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
時

間
の
附
題
で
あ
る
・
文
化
大
革
命
終
結
後
の
一
九
七
九
年
、
中
国
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
国
交
回
復
に
際
し
て
、
マ
カ
オ
の
領
土
主
権
は
、
中

国
に
属
す
る
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
て
お
り
、
主
権
帰
属
の
問
題
は
、

す
で
に
解
決
ず
み
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
、
マ
カ
オ
の
割
譲
は
、
リ
ス
ボ
ン
議
定
書
に
よ
っ
た

も
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ヘ
ン
の
密
輸
防
止
協
力
と

引
き
加
え
に
割
譲
さ
れ
た
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
力
で
、
こ
と
に

当
時
中
国
の
総
税
務
司
（
税
関
長
）
イ
ギ
リ
ス
人
ロ
バ
ー
ト
ー
ハ

ー
ト
（
Ｒ
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
　
Ｈ
ａ
ｒ
ｔ
)
　
の
仲
介
が
、
よ
り
重
要
な
役
割
を
演
じ

た
。
ま
さ
に
植
田
捷
雄
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
中
国
人
は
ハ

ー
ト
の
他
の
方
面
に
お
け
る
偉
大
な
功
績
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か

れ
を
非
難
す
る
」
　
（
『
東
洋
外
交
史
』
上
巻
）
と
い
う
。

　
来
年
に
は
、
ち
ょ
う
ど
マ
カ
オ
割
譲
か
ら
ま
る
百
年
に
当
る
。

こ
の
百
周
年
を
迎
え
て
、
中
国
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
は
、
マ
カ
オ
問
題

に
決
着
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
今
年
六
月
三

〇
日
と
七
月
一
日
の
両
日
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
側
の
代
表
ル
イ
ー
メ

デ
ナ
国
連
大
使
と
、
中
国
側
の
周
南
外
務
次
官
が
北
京
で
二
日
間

に
わ
た
っ
て
マ
カ
オ
返
還
問
題
を
め
ぐ
っ
て
交
渉
し
た
。
双
方
は

そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
述
べ
、
マ
カ
オ
の
返
還
方
式
に
関
す
る
具
体

的
協
議
を
ま
と
め
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
八
四
年
の
中
国
と

イ
ギ
リ
ス
の
合
意
に
よ
る
香
港
返
還
の
方
式
を
モ
デ
ル
に
す
る
こ

と
で
、
基
本
合
意
が
達
成
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
方
式
は
、
一
国

家
・
二
制
度
、
す
な
わ
ち
社
会
主
義
と
資
本
主
義
と
の
二
つ
の
制

度
の
原
則
下
の
香
港
同
様
、
現
在
マ
カ
オ
に
お
け
る
資
本
主
義
制

度
を
、
五
〇
年
間
不
変
と
し
、
特
別
行
政
区
と
し
て
高
度
の
自
治

権
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
、
か
つ
正
式
的
決

定
に
つ
い
て
は
、
次
回
第
二
回
交
渉
を
、
今
年
九
月
に
北
京
で
行

な
う
こ
と
で
合
意
し
た
と
い
う
。

　
マ
カ
オ
が
香
港
の
よ
う
に
中
国
に
返
還
さ
れ
る
の
は
、
目
前
で

あ
る
。
中
国
の
マ
カ
オ
百
年
に
お
よ
ぶ
領
土
主
権
喪
失
の
屈
辱
は
、

い
よ
い
よ
そ
の
歴
史
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

－25－
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